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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公共汚水ます設置調査依頼書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下水道整備課長　　　　　　　　依頼者　住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （連絡先） 会社名　　　　　　　　　　　　　　　　担当者　　　　　　

電　話　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　   　　　  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　公共汚水ますの設置について、松戸市で設置可能か否か調査を依頼します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
１．事業予定地　※１、２　　　　　　　松戸市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２．公共汚水ます設置希望位置　※３　　松戸市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３．既存の公共汚水ます基数　※４　　　　　　　　　基

４．添付書類：案内図、及び公図の写しまたは地番が確認できる図面

　　案内図には、事業予定地を赤線で囲ってください。
　　
　　公図の写しまたは地番が確認できる図面には、事業予定の対象地を赤線で囲い、公共汚水ますの　　　

設置希望位置を青丸で記入してください。

５．備考（計画概要等）
	





※１　「事業予定地」とは今回の事業で計画している地番を表しています。
複数の土地にまたがる場合も対象となります。
※２　登記簿上の住所（所在・地番）を全て記入していただき添付書類と一致させてください。
※３　ますの設置希望箇所を登記簿上の住所（所在・地番）で記入していただき添付書類と　　　　　　一致させてください。
※４　記載していただいた基数は調査の参考といたします。

以下は松戸市で記入しますので、ご記入は不要です。
	住宅地図番号　
	 　　　―　　―　　　
	供用開始
	Ｓ・Ｈ・Ｒ　　       年　　　　月



	賦課年度
	 Ｓ・Ｈ・Ｒ　　　　年賦課
	支払い状況
	完納　・　納付中　・　未納　・　猶予有



	 調査概要　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	判　定
	可・否
	連絡
	済・未
	連絡日
	月　　日
	連絡者
	


公共汚水ます設置調査依頼書提出時の確認事項

・概要
本依頼書は、公共汚水ますの設置について、松戸市で設置可能か否か調査を行う依頼です。

・注意事項
公共汚水ますを新設する場合、申請者の都合により自己設置を希望する場合でも必ず　　　調査してください。（物件設置許可申請の際に受付番号が必要となります。）

「事業予定地」と「公共汚水ます設置希望位置」に記載された地番に対して調査を行いますので分筆後ではなく現状の地番を記入してください。対象地の地番がまたがる場合は全ての地番を記入してください。添付書類と住所・地番を一致させてください。
「事業予定地」と「公共汚水ます設置希望位置」に記載がある住所・地番が添付書類と　　　一致しないときは受付できない場合があります。

・調査結果について
受理後、約５日(土・日及び祝日を除く)を目途にお電話にて回答しますが調査内容によって
は、お時間をいただく場合がありますのでご了承ください。

・松戸市で設置可能な場合
調査の結果、市で設置可能と判定した場合には「供用開始区域内公共汚水ます設置申込書」を提出してください。申込から設置まで標準３か月を要します。
※県道や、ますの設置位置や現場状況等によっては、設置までに３か月以上かかる場合が　　ございます。
※調査地に対して一度、供用開始区域内公共汚水ます設置申込書または物件設置許可申請書を提出され公共汚水ますを設置した場合、以降は自己設置となります。
※過去の調査結果に関しましては別途お問い合わせください。

・自己設置の場合 
調査の結果自費施工と判定した場合、公共汚水ますを設置する場合には下水道整備課　　　③窓口へ「物件設置許可申請書」を提出し許可を受けてください。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
チェック項目
· 上記内容を承諾のうえ、公共汚水ます設置調査を依頼します。
	　公共汚水ます設置調査依頼書を受理しました。

受理後、約５日（土・日及び祝日を除く）を目途にお電話にて回答いたしますが、調査内容によっては、お時間をいただく場合がありますのでご了承ください。
なお、松戸市で設置可能な場合、申込から設置完了まで標準３か月を要します。
また、下水道台帳は参考図となりますので事業実施前までに必ず
現地確認をお願いいたします。
	
 　受付番号   　　　 －

	
	  


	




	



切り取り
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下水道整備課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　℡０４７－３６６－７３６４　　　　　受付者　　　　　　　　　　　
